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６４．次の文章は「電気設備技術基準」に基づく電線路のがけへの施設の禁止に関する記述である。 

電線路は，がけに施設してはならない。ただし，その電線が (1) の上に施設する場合，道路，鉄道，軌道，

索道（ロープウェイやリフトなどの交通機関），架空弱電流電線等，架空電線または (2) と交差して施設する

場合および (3) でこれらのもの（道路を除く）と (4) して施設する場合以外の場合であって，特別な事情

がある場合は，この限りでない。 

 

(1)             (2)           (3)         (4)  

 

６５．高圧引込線の施設方法についての規制事項として誤っているのは，次のうちどれか。 

(1) 高圧引込線の電線には，直径 5mm 以上の硬銅線または，引張強さ 8.01kN 以上の高圧絶縁電線，特別高圧絶

縁電線もしくは引下用高圧絶縁電線（高圧架空電線から柱上変圧器の 1 次側に引き下げる絶縁電線）またはケー

ブルを使用すること。 

(2) 高圧架空引込線の高さは，地表上 3.5m 以上であること。 

(3) 高圧引込線の屋側部分の電線は，高圧絶縁電線またはケーブルであること。 

(4) 高圧引込線の屋側部分の電線は，堅牢な管もしくはトラフに収め，人が容易に触れるおそれがないように施

設すること。 

(5) 高圧引込線の屋側部分のケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は，ケーブルは，ちょう架用

線にハンガにより施設すること。 

 

誤りは 

 

６６．次の文章は，「電気設備技術基準」に基づく地中線等の施設に関する記述もの一部である。 

a. 地中電線，屋側電線およびトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は， (1) ，弱電流電線

等または管（他の電線等という。以下同じ）と接近し，または交差する場合には，故障時の (2) により他の電

線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし，感電または火災のおそれがない場合であ

って，他の電線等の管理者の承諾を得た場合は，この限りでない。 

b. 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには， (3) を講じなければならない。 

 

(1)                (2)                 (3)  

 

６７．次の文章は，「電気設備技術基準」および「電気設備技術基準の解釈」に基づく，地中電線路の施設に関

する記述の一部である。 

1. 地中電線路は，車両その他の重量物による圧力に耐え，かつ，当該地中電線路を埋設している旨の表示等に

より (1) からの影響を受けないように施設しなければならない。 

2. 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は，地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがあ

る場所においては (2) m 以上，その他の場所においては (3) cm 以上の土管で施設すること。 

 

(1)                (2)                 (3)  

 

 

 



６８．次の文章は，「電気設備技術基準の解釈」における，地中電線路の施設に関する記述の一部である。 

a. 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は，暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐える

ものを使用し，かつ，地中電線に (1) を施設し，または暗きょ内に (2) を施設すること。 

b. 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は，地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがあ

る場所においては (3) 以上，その他の場所においては (4) 以上の土管で施設すること。ただし，使用する

ケーブルの種類，施設条件等を考慮し，これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。 

 

(1)             (2)           (3)         (4)  

 

６９．次の文章は，「電気設備技術基準の解釈」に基づく，地中電線の相互の接近または交差に関する記述であ

る。 

 高圧地中電線が特別高圧地中電線と接近し，または交差する場合において，次に該当する場合，地中箱内外の

箇所で相互間の距離を 0cm 以下として施設することができるとされている。不適切なのはどれか。 

(1) それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有する場合 

(2) それぞれの地中電線が堅牢な自消性のある難燃性の管に収められる場合 

(3) いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合 

(4) いずれかの地中電線が堅牢な不燃性の管に収められる場合 

(5) 地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合 

 

不適切は 

 

７０．次の文章は，「電気設備技術基準の解釈」に基づく，住宅の屋内電路の対地電圧の制限に関する記述の一

部である。 

 住宅の屋内電路（電気機械器具内の電路を除く）の対地電圧は，150V 以下であること。ただし，定格消費電

力が (1) kW 以上の電気機械器具およびこれに電気を供給する屋内配線を，次により施設する場合は，この限

りでない。 

a. 屋内配線は，当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。 

b. 電気機械器具の使用電圧およびこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は (2) V 以下であること。 

c. 屋内配線には，簡易接触防護措置を施すこと。 

d. 電気機械器具には，簡易接触防護措置を施すこと。 

e. 電気機械器具は，屋内配線と直接接続して施設すること。 

f. 電気機械器具に電気を供給する電路には，専用の (3) および過電流遮断器を施設すること。 

g. 電気機械器具に電気を供給する電路には，電路に (4) が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設

すること。 

 

 

(1)             (2)           (3)         (4)  

 

 

 

 

 



７１．次の文章は「電気設備技術基準」に基づく電気使用場所の施設の異常時の保護対策に関する記述である。 

1. 低圧の幹線，低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路および (1) から低圧の幹線を経な

いで電気機械器具に至る低圧の電路（以下「幹線等」という）には，適切な箇所に開閉器を施設するとともに，

過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう，過電流遮断器を施設しなければならない。ただし，当該幹

線等における (2) 事故により過電流が生じるおそれがない場合は，この限りでない。 

2． 屋内に施設する電動機（出力が (3) kW 以下のものを除く。以下同じ）には，過電流による当該電動

機の焼損により火災が発生するおそれがないよう，過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければなら

ない。ただし，電動機の構造上または (4) の性質上電動機を焼損するおそれがある過電流が生じるおそれがな

い場合は，この限りでない。 

 

(1)             (2)           (3)         (4)  

 

７２．次の文章は，「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内幹線の施設に関する記述もの一部である。 

a. 低圧屋内幹線は，損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。 

b. 電線は，低圧屋内幹線の各部分毎に，その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計以

上の (1) のあるものであること。ただし，その低圧屋内幹線に接続する負荷のうち電動機またはこれに類する

起動電流が大きい電気機械器具（以下「電動機等」という）の定格電流の合計が他の電気機械器具の定格電流の

合計より大きい場合は，他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上の (1) のある電線を

使用すること。 

①電動機等の定格電流の合計が (2) A 以下の場合は，その定格電流の合計の」 (3) 倍。 

②電動機等の定格電流の合計が (2) A を超える場合は，その定格電流の合計の 1.1 倍。 

 

(1)                (2)                 (3)  

 

７３．「電気設備技術基準」に基づき，連続して運転する定格電流 34A の電動機に電気を供給する低圧屋内分岐

回路（配線はがいし引き工事）に使用する電線の許容電流とその分岐回路を保護する過電流遮断器の定格電流の

組み合わせとして適当なものは，次のうちどれか。 

1. 許容電流が 40A の電線と定格電流が 100A の過電流遮断器とを組み合わせて使用する。 

2. 許容電流が 35A の電線と定格電流が 105A の過電流遮断器とを組み合わせて使用する。 

3. 許容電流が 45A の電線と定格電流が 110A の過電流遮断器とを組み合わせて使用する。 

4. 許容電流が 40A の電線と定格電流が 115A の過電流遮断器とを組み合わせて使用する。 

5. 許容電流が 45A の電線と定格電流が 135A の過電流遮断器とを組み合わせて使用する。 

 

適切なのは 

 

７４．次の文章は，「電気設備技術基準」に基づく，電気使用場所における配線の使用電線に関する記述である。 

 配線には (1) を使用してはならない。ただし，施設場所の状況および電圧に応じ，使用上十分な (2) を

有し，かつ，絶縁性が (3) ことを考慮して，配線が感電または火災のおそれがないように施設する場合は，こ

の限りでない。 

 

(1)                (2)                 (3)  

 



７５．「電気設備技術基準」では，電気使用場所の配線による他の配線などまたは工作物への危険の防止につい

て，次のように規定している。 

1. 配線は，他の配線，弱電流電線等と近接し，または交差する場合は， (1) による感電または火災のおそれ

がないように施設しなければならない。 

2. 配線は，水道管，ガス管またはこれらに類するものと近接し，または交差する場合は， (2) によりこれら

の工作物を損傷するおそれがなく，かつ， (3) または (2) によりこれらの工作物を介して感電または火災

のおそれがないように施設しなければならない。 

 

(1)                (2)                 (3)  

 

７６．次の文章は，「電気設備技術基準」に基づく，異常時の保護対策に関する記述の一部である。 

 ロードヒーティング等の電熱装置，プール用水中照明その他の (1) おそれがある場所または (2) を与え

るおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には， (3) が生じた場合に，感電または火災のおそ

れがないよう， (3) 遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

(1)                (2)                 (3)  

 

７７．低圧屋内配線を合成樹脂管工事で施設する場合の記述として誤っているのは，次のうちどれか。 

(1) 電線はより線であること。 

(2) 使用電圧が 200V で，施設場所が展開した乾燥した場所であり，人が触れるおそれがないため，厚さが 2mm

未満の合成樹脂製の電線管を使用した。 

(3) 電線管を 2m 間隔で支持した。 

(4) 電線管の内部では，電線を接続してはならない。 

(5) 乾燥した，点検できない隠蔽場所に施設した。 

 

誤っているのは  

 

７８．「電気設備技術基準の解釈」に基づく，金属管工事による低圧屋内配線に関する記述として，誤っている

のは次のうちどれか。 

(1) 絶縁電線相互を接続し，接続部分をその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆した上で，

接続部分を金属管内に収めた。 

(2) 使用電圧が 200V で，施設場所が乾燥しており金属管の長さが 3m であったので，管に施す D 種接地工事を

省略した。 

(3) コンクリートに埋め込む部分は，厚さ 1.2mm の電線管を使用した。 

(4) 電線は，600V ビニル絶縁電線のより線を使用した。 

(5) 湿気の多い場所に施設したので，金属管およびボックスその他の付属品に防湿装置を施した。 

 

誤っているのは 

 

 

 

 



７９．次の文章は「電気設備技術基準の解釈」に基づく，ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に

関する記述として，正しいものを選べ。 

(1) ダクトの支持点間の距離を 2m 以下で施設した。 

(2)  造営材を貫通してダクト相互を接続したため，貫通部の造営材には接触させず，ダクト相互および電線相

互は堅牢に，かつ，電気的に完全に接続した。 

(3) ダクトの開口部を上に向けたため，人が容易に触れるおそれのないようにし，ダクトの内部に塵埃（じんあ

い）が浸入し難いように施設した。 

(4) 5m のダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため，ダクトには D 種接地工事を施し，電路

に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は設置しなかった。 

(5) ダクトを固定せず使用するため，ダクトは電気用品安全法に適合した付属品でキャブタイヤケーブルに接続

して，終端部は堅牢に閉塞した。 

 

正しいものは  

 

８０．次の文章は，「電気設備技術基準の解釈」に基づく，高圧屋内配線等の施設に関する記述の一部である。 

がいし引き工事における電線の支持点間の距離は， (1) m 以下であること。ただし，電線を造営材の面に沿っ

て取り付ける場合は， (2) m 以下とすること。ケーブル工事においては，管その他のケーブルを収める防護装

置の金属製部分，金属製の電線接続箱およびケーブルの被覆に使用する金属体には， (3) 接地工事を施すこと。

ただし，人が触れるおそれがないように施設する場合は， (4) 接地工事によることができる。 

 

(1)         (2)           (3)       (4)   

 

８１．次の文章は，「電気設備技術基準」に基づく，配線の感電または火災の防止に関する記述である。 

a. 配線は，施設場所の状況および (1) に応じ，感電または火災のおそれがないように施設しなければならな

い。 

b. 移動電線を電気機械器具と接続する場合は， (2) による感電または火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

c.   (3) の移動電線は，上記 a および b の規定にかかわらず，施設してはならない。ただし， (4) に人が

触れた場合に人体に危険を及ぼすおそれがなく，移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続す

るものは，この限りでない。 

(1)          (2)            (3)        (4)  

 

８２．次の文章は，「電気設備技術基準の解釈」における屋外に施設する移動電線の施設についての記述の一部

である。 

a. 屋外に施設する (1) の移動電線と (1) の屋外配線との接続には，ちょう架用線にちょう架して施設する

場合を除き，差し込み接続器を用いること。 

b. 屋外に施設する (2) の移動電線と電気使用機械器具とは，ボルト締めその他の方法により堅牢に接続する

こと。 

c.   (3) の移動電線は，屋外に施設しないこと。 

 

(1)          (2)          (3)  

 



８３．次の文章は，「電気設備技術基準の解釈」に基づく，電気使用場所に施設する移動電線に関する記述であ

る。 

1. 移動電線とは，電気使用場所に施設する電線のうち，造営物に固定しないものをいい， (1) および電気使

用機械器具内の電線は除かれる。 

2. 屋内に施設する低圧の移動電線と電気使用機械器具との接続には， (2) その他これに類する器具を用いる

こと。ただし，人が容易に触れるおそれがないように施設した端子金物にコードをねじ止めする場合は，この限

りでない。 

3. 屋内に施設する高圧の移動電線と電気使用機械器具とは (3) その他の方法により堅牢に接続すること。 

4.   (4) の移動電線は，屋側（おくそく）または屋外（おくがい）に施設しないこと。 

 

(1)           (2)             (3)        (4)  

 

８４．次の文章は，「電気設備技術基準」に基づく，特殊場所に施設する電気設備に関する記述である。 

 次に掲げる場所に施設する電気設備は， (1) 状態において，当該電気設備が点火源となる爆発または火災の

おそれがないように施設しなければならない。 

1. 可燃性のガスまたは (2) 物質の蒸気が存在し，点火源の存在により爆発するおそれがある場所 

2. 粉じんが存在し，点火源の存在により爆発するおそれがある場所 

3. 火薬類が存在する場所 

4. セルロイド，マッチ， (3) その他の燃えやすい危険な物質を (4) し，または貯蔵する場所 

 

(1)           (2)            (3)        (4)  

 

８５．次の a から c の文章は，特殊施設に電気を供給する変圧器等に関する記述である。「電気設備技術基準の

解釈」に基づき，適切なものと不適切なものを選べ。 

a. 可搬性の溶接電極を使用するアーク溶接装置を施設するとき，溶接変圧器は，絶縁変圧器であること。また，

被溶接材またはこれと電気的に接続される持具，定盤等の金属体には，D 種接地工事を施すこと。 

b. プール用水中照明灯に電気を供給するためには，一次側電路の使用電圧および二次側電路の使用電圧がそれ

ぞれ 300V 以下および 150V 以下の絶縁変圧器を使用し，絶縁変圧器の二次側配線は金属管工事により施設し，

かつ，その絶縁変圧器の二次側電路を接地すること。 

c. 遊戯用電車（遊園地，遊戯場等の構内において遊戯用のために施設するものを言う）に電気を供給する電路

の使用電圧に電気を変成するために使用する変圧器は，絶縁変圧器であること。 

 

a.        b.          c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８６．次の文章は，一般電気事業者および卸電気事業者以外の者が，構内に分散型電源を設置し，分散型電源を

一般電気事業者が運用する電力系統に連系する場合等に用いられる，「電気設備技術基準の解釈」に定められた

用語の定義の一部である。誤っているものを一つ選べ。 

(1) 「逆潮流」とは，分散型電源設置者の構内から，一般電気事業者が運用する電力系統側へ向かう無効電力の

流れを言う。 

(2) 「転送遮断装置」とは，遮断器の遮断信号を通信回路で伝送し，別の構内に設置された遮断器を動作させる

装置を言う。 

(3) 「自立運転」とは，分散型電源連系している電力系統から解列（切り離された）された状態において，当該

分散電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態を言う。 

(4) 「単独運転」とは，分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態にお

いて，当該分散電源が発電を継続し，線路負荷に有効電力を供給している状態を言う。 

(5) 「逆充電」とは，分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態におい

て，分散型電源のみが，連系している電力系統を加圧し，かつ，当該電力系統へ有効電力を供給していない状態

を言う。 

 

誤りは  

 

８７．下記文章は，電力系統の日負荷曲線のうち，各種発電方式が主として分担している状況を示したものであ

る。 

 ピーク負荷は，揚水式水力発電， (1) 発電が，中間負荷は (2) 発電が，ベース発電は，一般水力発電，

原子力発電， (3) 発電が分担している。 (4) と (5) は発電量が分単位で変化する。前述発電方式ではこ

れらの分単位で発電される電力が逆潮流されると，周波数を維持できなくなる可能性があるため， (4) と 

 (5) の比率を大きくできない。 

 

(1)         (2)        (3)      (4)       (5)  

 

８８．日負荷曲線のベース部分を分担する発電設備に必要な特性は，次のうちどれか。 

(1) 建設費が安いこと。 

(2) 負荷調整が簡単にできること。 

(3) 始動・停止が容易であること。 

(4) 高い利用率で経済性が高いこと。 

(5) 急激な出力変化に対応できること。 

 

必要な特性は  

 

 

 

 

 

 

 

 



８９．次の文章は，各種発電方式の特性に関する記述である。誤っているものはどれか。 

(1) 汽力発電（きりょくはつでん：狭義で燃料を燃やし水蒸気でタービン発電機を回し、電力へ変換する火力発

電）は，運転の安定性から，所定の負荷以下の運転は困難である。 

(2) 原子力発電は，燃料費が安く（変動費），固定費（毎期一定に支払う費用のこと）が高いため，ベース負荷

部分を分担し，高稼働運転が有効である。 

(3) 水力発電は，水の慣性が大きいため，始動に長時間を要する。 

(4) 流込式水力発電（ながれこみしき：河川の流量をそのまま利用するもの。発電所の出力は河川流量に比例し、

任意での出力調整は難しい。総電力需要のうちベース部分をまかなう。比較的小規模なものが多い。）は，出力

が調整できないため，ベース負荷部分を分担する。 

(5) ガスタービン発電は，始動停止が容易で，負荷の急変に対応できるため，ピーク供給に適している。 

 

誤っているのは  

 

９０．次の文章は，水力発電所の最大使用流量の決定に関する記述である。 

 水力発電所の最大使用流量を (1) の流量で設定すると設備利用率は 100%近くなるが，それより大きい流量

は (2) となる。逆に豊水量の流量で設定すると (2) は少なくなるが建設費が (3) し， 

発電コストが (4) なる。 

 

(1)         (2)        (3)      (4)  

 

９１．次の文章は，配電系統の高調波についての記述である。不適切なものはどれか。 

(1) 高調波電流を多く含んだ程度に応じ電圧ひずみが大きい。 

(2) 高調波発生機器を設置していない高圧需要家であっても直列リアクトルをつけていないコンデンサ設備が

存在する場合，電圧ひずみを増大させることがある。 

(3) 低圧側の第 3 次高調波は，零相（各相が同相）となるため，高圧側にあまり現れない。 

(4) 高調波電流流出抑制対策のコンデンサ設備は，高調波発生源が変圧器の低圧側にある場合，高圧側に設置し

た方が高調波電流流出抑制の効果が大きい。 

(5) 高調波電流流出抑制対策設備に，高調波電流を吸収する受動フィルタと高調波電流の逆極性の電流を発生す

る能動フィルタがある。 

 

不適切は  

 

９２．負荷周波数制御で調整する変動負荷成分は，次のうちどれか。 

(1) 十数分以上の比較的長期周期の変動負荷に対して調整する。 

(2) 十数分から数分以上の中間的周期成分の変動負荷を調整する。 

(3) 数分以下の短周期成分の変動負荷を調整する。 

(4) すべての負荷変動を調整する。 

(5) 給電指令で調整できない変動負荷を調整する。 

 

答え  

 

 



９３．連系系統において，自系統に負荷変動があったときのみ制御を行う方式は，次のうちどれか。 

(1) 調速機フリー運転 

(2) 定周波数制御方式 

(3) 定連系線潮流制御方式 

(4) 選択周波数制御方式 

(5) 周波数バイアス連系線電力制御方式 

 

答え  

 

９４．電力系統に接続されている発電機の励磁電流を増加させた場合に起きる現象として正しいのは，次のうち

どれか。 

(1) 発電機の力率が遅れる。 

(2) 発電機の力率が進む。 

(3) 発電機の端子電圧が低下する。 

(4) 発電機の力率，端子電圧とも変化しない。 

(5) 発電機の端子電圧が上昇し，力率は変化しない。 

 

正しいのは  

 

９５．次の文章は，周波数制御用発電所に関する記述である。 

 周波数制御用発電所は一般に次のような条件を具備しなければならない。 

a. 必要とする調整能力（kW， (1) ）を常時持っていること。 

b. 出力調整が容易で負荷変動に対する (2) が高く，さらに高効率運転ができること。 

c. 出力調整により水力発電所では水量の変動により水利上で支障が生じないこと。 

d. 出力調整により送電系統に支障が生ぜず，また通信設備が完備していること。周波数制御用発電所のうち水

力発電所では，揚水発電所および比較的大容量の貯水池式（ちょすいちしき）または調整池式（ちょうせいちし

き）水力発電所が使用されている。また夜間は調整力確保のために (3) 揚水発電所も採用されている。 

 大容量火力発電所も使用されているが，定格出力に対する調整幅の割合や，調整速度とも水力に比べ少ない。

原因の一つとして，出力変動が大きい場合にタービンにおいて (4) の問題があげられる。 

これら水力や火力を組み合わせることで，系統周波数の変動幅を最大で± (5) [Hz]以内を目標とするように出

力調整されている。 

(1)          (2)        (3)      (4)      (5)  

９６．次の文章は，電力系統の周波数の変動およびその影響に関する記述である。 

 電力系統では，時々刻々変動する需要と供給力の差が周波数変化として表れるこの周波数変化を許容範囲内に

収めるために， (1) の出力を数秒から数十秒の間隔で増減している。周波数の変動は，需要家側においては 

 (2) モータを用いた電気時計の精度に影響を与えるだけでなく，製紙工場や紡績工場等の製品の品質に影響を

与える場合もある。また，周波数変動は，火力発電所の蒸気タービンの (3) に振動が発生したり，補機の能力

が低下するなど，機器の安全運転や安定運転に悪影響を与える場合もある。さらに，電気事業者間連系線の 

 (4) の安定制御のためにも周波数を適切に制御することが重要である。電力系統の周波数は，平常時には標準

値からの偏差がある範囲内に収まり，確率的に変動量が標準値を維持するように運用されている。我が国におけ

る電力系統の周波数は，標準周波数に対し± (5) Hz 程度に収めることを目標としている。 

(1)        (2)         (3)     (4)      (5)  



９７．次の文章は，揚水発電所の電力系統における運用とその役割に関する記述である。 

 揚水発電所は，上池（うわいけ）と下池（したいけ）の二つの貯水池をもち，通常電力系統の負荷が小さくな

る夜間の時間帯に，原子力発電や火力発電を使用して下池の貯水を上池へ揚水して貯え，電力系統の負荷が大き

くなる時間帯に発電を行う (1) 供給力として運用される。上池の自流分を除いた揚水発電所の総合効率は約

70%程度である。停止中の揚水発電所は (2) 程度で起動して電力を供給することができるため，電力系統の負

荷変動時あるいは事故時にも安定して電力供給を継続するために必要な供給予備力のうちの (3) 予備力とい

う役割を担っている。この予備力は，電力系統負荷の 3～5%程度である。また，揚水運転中の (4) 揚水発電

設備は，系統に並列している発電機の運転台数が少ない場合に， (5) に活用されている。 

 

(1)         (2)        (3)      (4)       (5)  

 

９８．次の文章は，電力系統の電圧・無効電力制御に関する記述である。 

 電力系統の電圧は，時々刻々変化する需要および供給力の変化に伴い変動する。また，電圧の変動は，需要家

における機器の正常な使用，供給者における系統の安全な運用に支障をきたす。このため電力系統の電圧・無効

電力制御が必要となる。 

a. 変電所等には，電力用コンデンサや分路リアクトルを設置している。電力用コンデンサは， (1) 無効電力

負荷であり，系統の電圧が低下すると無効電力の容量が (2) する等の特性があり，また (3) ができない。

一方，分路リアクトルは (4) 無効電力負荷であり，深夜等の軽負荷時における電圧上昇（ (5) ）を抑制す

るために用いている。  

b. また，変圧器には， (6) 電圧調整器を設置し，母線電圧を適正な電圧に調整している。 

(1)        (2)        (3)      (4)       (5)       (6)  

 


